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投資信託約款の一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、ＳＭＡＭ 日経２２５上場投信の投資信託約款の変更に関し、下記のとおり決定いた

しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．変更の理由 

インターネットの普及を考慮し、受益者の利便性向上を目的として、公告方法を新聞掲載か

ら電子公告に変更するものです。なお、変更後は、公告期間中いつでも当社ホームページで公

告の内容をご覧いただくことが可能となります。 

 

２．変更の内容 

受益者に対する公告を、原則として電子公告とし当社ホームページ

（http://www.smam-jp.com）掲載とするための変更を行います。 

 

３．日程 

    平成 30 年 1 月 30 日 内閣総理大臣への届出日 

    平成 30 年 2 月 1日 変更日 

 

４．変更に関する書面決議の期日および方法 

今回の約款変更は当該投資信託の商品としての基本的な性格を変更させるものではなく、「投

資信託及び投資法人に関する法律」に規定する「その変更の内容が重大なものとして内閣府令

で定めるもの」に該当しないため、書面決議は行いません。 



投資信託約款の新旧対照表 
新 旧 

【公告】 

第56条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の

方法により行い、次のアドレスに掲載します。 

      http://www.smam-jp.com 

② 前項の電子公告による公告をすることができない事

故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は日本

経済新聞に掲載します。 

【公告】 

第56条 委託者が、受益者に対してする公告は、日本経済

新聞に掲載します。 

 


